
   福 岡 武 道 館 の 利 用 料 金 に 関 す る 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条 こ の 規 則 は 、 福 岡 武 道 館 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 十

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 附 属 設 備 等 利 用 料 金 等 ）  

第 二 条 条 例 別 表 備 考 四 の 規 則 で 定 め る 額 は 、 別 表 第 一 の と お り と す

る 。  

２ 条 例 別 表 備 考 五 の 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一 条 例 別 表 に 掲 げ る 利 用 時 間 を 超 え て 武 道 館 、 弓 道 場 、 相 撲 場 又

は 体 育 館 を 利 用 す る 場 合 次 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に

定 め る 額  

イ 占 用 使 用 に お い て 超 過 時 間 が 午 前 七 時 か ら 午 前 九 時 ま で の 場

合 超 過 時 間 一 時 間 に つ き 、 条 例 別 表 に 定 め る 午 前 九 時 か ら 正

午 ま で の 額 の 一 時 間 当 た り の 額 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額  

ロ 占 用 使 用 に お い て 超 過 時 間 が 正 午 か ら 午 後 六 時 ま で の 場 合 

超 過 時 間 一 時 間 に つ き 、 条 例 別 表 に 定 め る 午 後 一 時 か ら 午 後 五

時 ま で の 額 の 一 時 間 当 た り の 額  

ハ 占 用 使 用 に お い て 超 過 時 間 が 午 後 六 時 か ら 午 後 九 時 ま で の 場

合 超 過 時 間 一 時 間 に つ き 、 条 例 別 表 に 定 め る 午 後 六 時 か ら 午

後 九 時 ま で の 額 の 一 時 間 当 た り の 額  

ニ 占 用 使 用 に お い て 超 過 時 間 が 午 後 九 時 か ら 午 後 十 時 ま で の 場

合 条 例 別 表 に 定 め る 午 後 六 時 か ら 午 後 九 時 ま で の 額 の 一 時 間

当 た り の 額 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額  

ホ 個 人 使 用 の 場 合 超 過 時 間 一 時 間 に つ き 、 条 例 別 表 に 定 め る



額 の 一 時 間 当 た り の 額  

二 武 道 場 の 一 部 を 占 用 使 用 す る 場 合 条 例 別 表 に 定 め る 額 に 武 道

場 総 面 積 に 占 め る 占 用 使 用 す る 面 積 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

三 弓 道 場 の 一 部 を 占 用 使 用 す る 場 合 条 例 別 表 に 定 め る 額 に 弓 道

場 総 的 数 に 占 め る 占 用 使 用 す る 的 数 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

四 相 撲 場 （ 練 習 用 土 俵 に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 一

部 を 占 用 使 用 す る 場 合 条 例 別 表 に 定 め る 額 に 相 撲 場 総 面 積 に 占

め る 占 用 使 用 す る 面 積 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

五 体 育 館 の 一 部 を 占 用 使 用 す る 場 合 条 例 別 表 に 定 め る 額 に 体 育

館 総 面 積 に 占 め る 占 用 使 用 す る 面 積 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

３ 前 項 第 一 号 の 場 合 に お い て 、 超 過 時 間 が 一 時 間 未 満 で あ る と き は

一 時 間 と し 、 一 時 間 を 超 え る 場 合 に お い て 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 当 該 端 数 の 時 間 は 、 一 時 間 と し て 計 算 す る 。  

４ 条 例 別 表 備 考 六 の 規 則 で 定 め る 額 は 、 別 表 第 二 の と お り と す る 。  

（ 利 用 料 金 の 徴 収 時 期 ）  

第 三 条 利 用 料 金 の 徴 収 時 期 は 、 福 岡 武 道 館 の 利 用 の 承 認 を す る と き

と す る 。 た だ し 、 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 が 利 用 す る 場 合 又 は 指 定

管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 利 用 料 金 の 減 免 ）  

第 四 条 条 例 第 七 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 （ 第 三 号 又 は 第 四 号

に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 第 二 条 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 利 用

料 金 を 除 く 。 ） を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 場 合 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 額 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 た

だ し 、 占 用 使 用 に お い て 利 用 者 が 入 場 料 を 徴 収 し 、 又 は こ れ に 類 す

る 取 扱 い を す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  



 一 指 定 管 理 者 が 福 岡 武 道 館 の 設 置 目 的 を 達 成 す る 事 業 に 利 用 す る

場 合 利 用 料 金 の 額 の 全 額  

二 公 安 委 員 会 又 は 警 察 本 部 長 が 、 警 察 術 科 訓 練 の 推 進 向 上 を 図 る

た め に 利 用 す る 場 合 利 用 料 金 の 額 の 全 額  

三 県 教 育 委 員 会 又 は 市 町 村 教 育 委 員 会 が 体 育 に 関 す る 指 導 者 の 研

修 、 競 技 会 等 の 行 事 に 利 用 す る 場 合 利 用 料 金 の 額 の 五 十 パ ー セ

ン ト に 相 当 す る 額   

四 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る

学 校 （ 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 を 除 く 。 ） が 、 体 育 の 学 習 指 導 又 は

学 校 行 事 に 利 用 す る 場 合 利 用 料 金 の 額 の 五 十 パ ー セ ン ト に 相 当

す る 額  

五 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五

条 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 が 利 用 す る 場

合 個 人 使 用 の 場 合 の 利 用 料 金 の 額 の 全 額                

六 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 が 利 用 す る 場 合 個 人 使 用 の 場

合 の 利 用 料 金 の 額 の 全 額  

 七 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律  

第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 五 条 に 規 定 す る 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の  

交 付 を 受 け て い る 者 が 利 用 す る 場 合 個 人 使 用 の 場 合 の 利 用 料 金  

の 額 の 全 額  

八 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 厚 生 省 令 第 十 五 号 ）

別 表 第 五 号 に 規 定 す る 一 級 若 し く は 二 級 の 身 体 障 害 者 、 福 岡 県 男

女 共 同 参 画 セ ン タ ー 、 福 岡 県 人 権 啓 発 情 報 セ ン タ ー 及 び 福 岡 県 総

合 福 祉 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 八 年

福 岡 県 規 則 第 五 十 五 号 ） 第 九 条 第 五 号 に 規 定 す る 身 体 障 が い の あ



る 人 、 第 五 号 に 掲 げ る 者 又 は 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す

る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 百 五 十 五 号 ） 第 六 条 第 三 項 に

規 定 す る 一 級 若 し く は 二 級 の 精 神 障 害 者 と そ の 介 護 人 が 利 用 す る

場 合 個 人 使 用 の 場 合 の 利 用 料 金 の 額 の 全 額  

九 六 十 五 歳 以 上 の 者 が 利 用 す る 場 合 個 人 使 用 の 場 合 の 利 用 料 金

の 額 の 全 額  

十 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 利

用 料 金 の 全 額 又 は 一 部 の 額  

２ 前 項 第 十 号 に 規 定 す る 利 用 料 金 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る

者 は 、 利 用 料 金 減 免 申 請 書 （ 別 記 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 利 用 料 金 の 還 付 ）  

第 五 条 条 例 第 七 条 第 八 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 の 還 付 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に つ い て 行 う

も の と す る 。  

一 利 用 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 で 福 岡 武 道 館 の 利 用

が で き な く な っ た 場 合 利 用 料 金 の 全 額  

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 指 定 管 理 者 が あ ら か じ め 知 事 の 承 認

を 得 て 、 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 指 定 管 理 者 が 認 め る 額  

（ 利 用 料 金 の 端 数 計 算 ）  

第 六 条 福 岡 武 道 館 を 利 用 す る 場 合 に お い て 、 第 二 条 第 二 項 又 は 第 四

条 第 一 項 第 三 号 若 し く は 第 四 号 の 規 定 に 基 づ き 決 定 さ れ た 額 に 十 円

未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。  

（ 補 則 ）  

第 七 条 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  



附 則  

 こ の 規 則 は 、 福 岡 武 道 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 六 年 福 岡

県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 種      別    単      位   金     額   

ポ ー タ ブ ル ス テ ー ジ 一 台 一 回 二 〇 〇 円 

両 面 掲 示 板 一 台 一 回 一 一 〇 円 

長 机 一 脚 一 回 六 〇 円 

椅 子 一 脚 一 回 三 〇 円 

フ ロ ア シ ー ト 一 枚 一 回 一 一 〇 円 

別 表 第 二 （ 第 二 条 関 係 ）  

 区   分    金    額   

電 気 実 費 相 当 額 

冷 暖 房 実 費 相 当 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利 用 料 金 減 免 申 請 書 

 

年  月  日   

 

   福岡県知事 殿 

 

申請人 

住 所   

氏 名 
又は名称及

び代表者 
  

 

  下記のとおり利用料金の減額（免除）を受けたいので申請します。 

 

記 

 

 １ 利 用 施 設 の 種 類 

 

 

 

 ２ 利用の日時又は期間 

 

 

 

 ３ 利 用 の 目 的 

 

 

 

 ４ 申 請 理 由 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第４条関係） 


